
奈良県児童虐待防止アクションプラン　令和元年度取組実績調査票 1

項　　　目　　 実施主体 担当課 具体的行動 令和元年度　取組内容 令和元年度実績

（行動目標Ⅰ）　虐待の実態把握と要因分析

児童虐待の実態等の検証

① 虐待相談の実態等の把握 県 こども家庭課 虐待相談対応の統計分析 ・

県 こども家庭課 虐待相談の実態調査と虐待要因分析 ・

② 重症事例の検証 県 こども家庭課 こども家庭相談センターが対応する重症事例の検証 ・

県 こども家庭課 支援が長期化している事例の把握と支援の見直し ・

検証結果報告書の活用状況の把握【新規】

① 検証結果報告書の提言内容に関する取組の進捗状況の把握 県 こども家庭課
検証結果報告書の提言内容に関する取組の進捗状況調査を実施 ・ 市町村における奈良県「児童虐待重症事例等検証結果報告書」（平成２８年１２月作成）

の活用状況調査を実施
○検証報告書における各提言内容について何らかの取組を行っている市町村　30市町村。

（行動目標Ⅱ）　子どもと家庭を見守る県民の意識づくり

地域における見守り活動の強化

① 地域における子育て支援の充実 市町村 女性活躍推進課 地域子育て支援拠点の拡大 30市町村、77カ所で実施

女性活躍推進課 地域子育て支援拠点の充実への支援

女性活躍推進課 県内大学等と連携した子育て支援

県 女性活躍推進課

県 女性活躍推進課

② 民生委員･児童委員活動の強化 市町村 こども家庭課 児童虐待対応における民生・児童委員との連携強化 ・ 乳児家庭全戸訪問事業など地域の見守り活動における民生・児童委員の協力

こども家庭課 ・ 児童福祉専門講座（地域における児童虐待対応向上研修）の開催 ○児童福祉専門援助講座を1回開催し、88名の民生・児童委員が参加。

啓発活動の推進

① 地域で子育て家庭を見守る意識の醸成 県 女性活躍推進課

② 県・市町村 こども家庭課 ・ 県・市町村における統一したオレンジリボンキャンペーン活動の実施 ○１１月１日に「児童虐待防止推進月間」県内一斉街頭キャンペーンを実施。

市町村 こども家庭課 効果的な啓発活動の推進 ・ ○34市町村が効果的な啓発の取組を実施。

こども家庭課 市町村が実施する啓発活動への支援 ・ 啓発活動グッズの作成（リーフレット・オレンジリボン等） ○民間団体「きずな」等の協力を得て、オレンジリボン（約４５,０００個）を作成。

　　ティッシュ等の他の啓発グッズを含めて市町村に提供。

県 こども家庭課 効果的な啓発活動の推進 ・ 広報誌やホームページを活用した啓発活動の実施

・ イベント等を活用した啓発活動の実施 ○県民向けイベント（４か所）において啓発物品の配布等による啓発活動実施。

・ 近畿府県と共同広報の実施 ○児童虐待防止の啓発を図るポスターを県内の主要駅に掲示。

③ 若年者を対象とした啓発活動の推進 県 こども家庭課
若年者を対象とした啓発活動の推進 ・ これから親になる若年者向けの啓発活動の実施 ○県内の大学祭（天理大学及び畿央大学）において、若者を対象に啓発活動実施（啓発グッズの配

布：約５００個）

④ 登録里親数及びファミリーホーム設置数向上のための啓発活動の推進（新）県 こども家庭課 ・

「つながる箱」プレゼントによる地域における子育て世帯の見守りの実施

統計データの集計・分析により得られた情報を県内の各市町村要対協調整機関に周知。

県及び市町村の児童虐待相談対応件数とその内訳等の統計データの集計・分析

市町村子ども・子育て支援担当者研修会　　令和元年６月７日開催
市町村子ども・子育て支援従事者向け研修会　　令和元年10月28日開催

「子育てネットなら」の運営による子ども・子育て情報のＨＰ及びメール配信による提供 メールマガジン登録者数1,169名
※「子育てネットならトップページアクセス数」については、システムの都合により、アクセス解析ソフト
を変更したため、計測不可

センターが対応した重度・最重度の事例について対応内容等を検証し審議会に報告

なら子育て応援団登録団員数　799団体（1,741店舗）。

「つながる箱」プレゼント訪問件数　3,068件

○市町村が地域の見守り活動において民生・児童委員と連携。
○乳児家庭全戸訪問事業における民生・児童委員との連携　19市町村。
○児童虐待防止に向けた啓発活動における民生・児童委員との連携　12市町村。
○その他の活動への民生・児童委員の協力　9市町村。

「つながる箱」プレゼント訪問件数　3,068件
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子ども・子育てに関する情報の提供（「子育てネットなら」の運営）

企業等による子育て支援の促進（「なら子育て応援団」の運営）

県内企業・店舗等との連携による地域での子育て支援や親子向けイ
ベントの開催

地域子育て支援拠点における子育て支援の推進

県
（市町村支援）

県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

民生･児童委員の虐待に対する理解・対応力の向上

広報誌やホームページ等のメディア媒体を活用した啓発活動や、住民向けイベント等の
機会を活用した啓発活動の実施。

○「県民だより]（１１）月号に児童虐待防止の啓発のための記事を掲載。
○児童虐待の啓発に関する新聞広告記事を掲載。

イベント等を活用した啓発活動の実施

○前年度の児童虐待相談の対応件数について、虐待の種類、主な虐待者、被虐待児の年齢、虐待
通告の経路について集計・分析を実施。

○児童虐待対応と支援に活用してもらうため、各市町村で開催している代表者会議等において、児
童虐待にかかる統計資料等の資料配布及び内容の周知を実施。

○平成３０年９月に発生した児童虐待死亡事例に対する検証を実施。

オレンジリボンキャンペーン等による県民への啓発

里親及びファミリーホームに関する制度や現状の理解を周知する啓
発活動の推進　等（新）

県・市町村合同によるオレンジリボンキャンペーンの実施

県
(市町村支援）

○民間団体「きずな」や里親会等と協力し、オレンジリボンキャンペーンの啓発活動と合わせ、里親
制度に関する周知や理解を深めるためのリーフレット等を配布。

○20市町村において該当ケースあり（計631件）。
　（身体的虐待115件、　ネグレクト298件、性的虐待15件、心理的虐待203件）

市町村が「主担当として２年以上在宅支援し、個別ケース検討会議が実施されていない児
童虐待ケース」の実態調査を実施

妊娠期から切れ目なく支援できる体制の充実を目指し、市町村関連部局が連携するため
の研修会を開催

「なら子育て応援団」事業における県内企業・店舗等との連携による子育て家庭への割引
サービス等の実施

「つながる箱」プレゼントによる地域における子育て世帯の見守りの実施

県内の保育士養成課程を有する大学等と連携した「なら子育て大学」の実施、及び「出
張・なら子育て大学」の実施

子育て中の親子及び子育て支援者対象に、「なら子育て大学」１２講座、実施時期　６月から翌年２
月。
「出張なら子育て大学」７講座・参加者１４４名

資料2－3
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項　　　目　　 実施主体 担当課 具体的行動 令和元年度　取組内容 令和元年度実績

（行動目標Ⅲ）　虐待の予防と早期の対応

母子保健活動との連携強化
① 妊娠・出産・乳幼児期の家庭への支援

市町村 健康推進課

母子健康手帳交付時における家庭の状況把握と支援 ・母子健康手帳交付時における保健師・助産師等専門職種による妊婦面談を実施。 ◯母子健康手帳交付時に妊婦に対し、保健師・助産師等専門職が面接を実施。実施率は91.6％
（転入妊婦を含む）

市町村 健康推進課
妊娠期・産後の悩みに対応した保健事業の推進 ・妊娠期からの不安、悩みに対する個別相談の実施。

・妊娠届出時の個別相談、妊娠中の家庭訪問を実施。
・乳幼児健診時に保護者の不安、悩みに対して個別相談を実施。

市町村 健康推進課 乳幼児健診における子ども・家庭の状況把握と支援

健康推進課

・健診未受診児の現認の実施。
・要対協等地域のネットワークを活用した見守り

健康推進課

県
(市町村支援）

健康推進課

母子保健担当者の虐待予防のためのケース支援能力の向上 ・母子保健担当者研修会の実施
・保健所における市町村支援（同行訪問、事例検討、研修会の開催など）

◯母子保健担当者研修会の実施

健康推進課 妊娠相談窓口の設置・啓発 ・保健所における女性健康支援センター事業による面接・電話相談の実施 ◯女性健康支援センター事業における思春期・成熟期の面接・電話相談件数　15件

健康推進課 出産家庭への子育て情報の提供 ・保健師等による新生児訪問時に子育て情報や相談窓口に関する情報提供

健康推進課 子育て世代包括支援センターの設置推進 ◯母子保健コーディネータースキルアップ研修会　28名参加

こども家庭課

② 医療機関と連携した支援 健康推進課

健康推進課

子育て支援の充実

①養育力を高めるための子育てプログラムの推進 こども家庭課 ・ 保護者向けペアレント・トレーニング講座の開催 ○延べ１５市町が保護者向けペアレント・トレーニングの講座を実施。

・ 個別相談援助等へのペアレント・トレーニングの活用

市町村 健康推進課 妊娠期の両親教室プログラムによる家庭への支援 ・産後の悩みに対応した妊娠期の両親プログラムの実施【再掲】

健康推進課 両親教室プログラムの普及･推進 ・両親教室プログラムの県内市町村への普及・推進【再掲】

こども家庭課 ・ 保護者向け講座を実施する市町村への指導・助言 ○５市町にペアレント・トレーニングの実施に向けた指導・助言を行う。

・ 市町村が実施する保護者向け講座及び実践者養成への支援 ○市町村での実践者養成講座が開講されなかったため未実施。

女性活躍推進課 県内大学等と連携した子育て支援【再掲】

・連携強化のための医療関係者への研修
・母子保健、産科医療機関等連携会議の開催
・母子保健運営協議会の開催
・乳幼児健康診査精度管理検討会の開催

県主催産科連携会議、母子保健運営協議会は、新型コロナウイルス感染の影響を鑑み中止。
○市町村母子保健担当者と産科医療機関従事者を対象に保健所において研修会や会議を開催。
情報交換や顔のみえる関係性の構築する機会とした。
◯乳幼児健康診査精度管理検討会
　市町村における乳幼児健康診査の情報を集約・分析し、事業を評価する体制づくりを図るため検
討会を開催。2回

県内の保育士養成課程を有する大学等と連携した「なら子育て大学」の実施、及び「出
張・なら子育て大学」の実施

子育て中の親子及び子育て支援者対象に、「なら子育て大学」１２講座、実施時期　６月から翌年２
月。
「出張なら子育て大学」７講座・参加者１４４名

◯妊娠届出時のアセスメント実施率は92.0％（転入妊婦90.9％）。支援が必要となった妊婦の割合
は、21.6％（転入妊婦22.0％）。支援が必要となった妊婦に対しては、妊娠中の家庭訪問、面接相
談、母子保健事業でのフォローなどを実施。

◯集団健診終了後には、カンファレンスを実施し支援の必要なケースについては関係機関と連携し
ながら個別支援および集団支援を実施。実施率は3～5ヶ月児健康診査97,8％、1歳6ヶ月児健康診
査95,7％、3歳児健康診査93,6％。

○母親教室に加え、個別指導時においても両親プログラムのノウハウを活かし、広く妊婦に情報提
供を実施。

○妊娠届出時のアセスメントにより支援が必要となった妊婦1,817人（21.6%）転入妊婦では164人
（22,0%）、特定妊婦218人（3,0%）,転入妊婦では29人（4.0%）。産科医療機関との連携として情報提供
書179件、カンファレンス49件、その他114件。
○県、保健所において産科医療機関等との連携会議を開催。

市町村におけるペアレント・トレーニング普及の推進
県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

1

2

県
(市町村支援）

市町村

県
望まない・思いがけない妊娠相談への対応力向上研修の実施

市町村における母子保健と医療機関との連携

県

市町村

市町村母子保健対策への支援、連携・調整

市町村

乳幼児健診・教室等保健事業における支援の必要なこども・家庭の
把握を支援

県
(市町村支援)

県
(市町村支援）

市町村
ペアレント・トレーニングを活用した保護者支援

県全体における母子保健と医療機関との連携の推進

・思いがけない妊娠等に悩む女性や家族への相談支援の対応力向上を図る研修を実施 ○一般社団法人「全国妊娠ＳＯＳネットワーク」に業務委託し研修を実施。
　延べ９０名参加（「基礎編」（５０）名参加、「アドバンス編」（４０）名参加）

・健診、教室等を通じてアセスメントを実施。支援の必要な子ども・家庭の把握と個別支援
の実施。

・妊娠届出時に育児不安等のアセスメントを実施、支援を必要とする妊婦・特定妊婦への
個別支援を実施。

◯妊婦の訪問指導は実人員335件、延べ人員428件。産婦の訪問指導は、実人員5,537件、延べ人
員6,172件。妊婦の保健指導実施件数は延べ7,736件、産婦の保健指導実施件数は延べ6,172件。
◯産後の悩みに対応した両親学級等を実施している市町村は21市町村。県プログラムを活用して
いる市町村は14市町村。

・子育て世代包括支援センター設置推進にむけた技術的助言
・母子保健コーディネータースキルアップ研修の実施

◯新生児訪問時に市町村において母子保健事業や子育て支援情報を提供
◯子育て世代包括支援センター設置市町村においては、センターで情報を提供

◯3保健所での研修・会議の開催
　母子保健推進会議第1回（中和）28名
　母子保健推進会議第2回（中和）28名
　妊娠・出産包括支援推進会議・産科連携会議（中和）32名
　研修「妊産婦と母親へのメンタルヘルス支援」（中和）　56名参加
　妊娠・出産包括支援連絡会議「妊娠期からのメンタルヘルスケア」
　　　　（郡山）　27名参加
　妊娠・出産包括支援推進会議・産科連携会議「産後うつ発見と支援の方法」
　　　　（吉野）　19名参加

・乳幼児健康診査データによる分析・評価の実施
・乳幼児健康診査精度管理検討会の実施による市町村の取り組み課題への対応
・母子保健運営協議会における母子保健対策の検討、評価の実施
・母子保健推進会議を活用した市町村の取組み課題への対応、市町村連携の推進（保健
所）
・妊娠出産包括支援事業、子育て世代包括支援センター設置にむけて研修・会議の開催

◯保健所において、母子保健推進会議を実施。妊娠期からの切れ目ない支援に向けて、母子保健
にかかる現状・課題を整理し、地域特性をふまえた母子保健対策の取組の協議の実施。
◯県産科連携会議、母子保健運営協議会は、新型コロナウイルス感染の影響を鑑み中止。
◯乳幼児健康診査精度管理検討会
　市町村における乳幼児健康診査の情報を集約・分析し、事業を評価する体制づくりを図るため検
討会を開催。2回

◯乳幼児健康診査未受診児に対し、家庭訪問や面接、保育所等との連携を通じて児の状況の現認
を実施。現認率は3～5ヶ月児健康診査81,4％、1歳6ヶ月児健康診査81,9％。3歳児健康診査
84,0％。（R1.4月時点）
◯児童福祉分野や要対協等と情報共有や役割分担を行い、連携を密にし個別支援を実施。

・特定妊婦、支援を要する妊婦の把握、支援における産科医療機関との連携強化
・母子保健事業を通じた医療機関との連携強化
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項　　　目　　 実施主体 担当課 具体的行動 令和元年度　取組内容 令和元年度実績

②学校教育におけるプログラムの推進 県 人権・地域教育課

中学校及び高等学校における児童虐待防止に係る教材等を活用した事業の実施
中学校及び高等学校における児童虐待防止に係る教材等を掲載した人権教育学習資料集「なかま
とともに」の活用
○令和元年度　人権教育学習資料集「なかまとともに」の活用状況
　中学校：４２．３％　　高等学校：４８．１％

学校教育課 高等学校において、（家庭科（保育分野）の授業で実施。 県立高等学校で実施。

県 健康推進課 思春期保健対策としての健康教育の推進 ・小・中学校、高校、大学等における思春期保健対策としての健康教育の実施

・市町村が実施する小・中学校の思春期健康教育への保健所の支援

・思春期健康教育（出前授業）の実施

③若年者を対象とした啓発活動の推進　【再掲】 県 こども家庭課 若年者を対象とした啓発活動の実施【再掲】 ・ これから親になる若年者向けの啓発活動の実施

④子育て支援事業の充実 市町村 女性活躍推進課 地域子育て支援拠点の拡大 30市町村、77カ所で実施

市町村 こども家庭課 ショートステイ、一時預かり事業の推進 ・

女性活躍推進課 地域子育て支援拠点の充実への支援【再掲】 地域子育て支援拠点の拡大 30市町村、77カ所で実施

女性活躍推進課 県内大学等と連携した子育て支援　【再掲】

県 女性活躍推進課 子ども・子育てに関する情報の提供【再掲】 「子育てネットなら」の運営による子ども・子育て情報のＨＰ及びメール配信による提供

県 女性活躍推進課
企業等による子育て支援の促進【再掲】 「なら子育て応援団」事業における県内企業・店舗等との連携による子育て家庭への割引

サービス等の実施 なら子育て応援団登録団員数　799団体（1,741店舗）。

（新）「つながる箱」プレゼントによる地域における子育て世帯の見守りの実施
「つながる箱」プレゼント訪問件数　3,068件

⑤ 市町村 こども家庭課 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業の充実 ・ 乳児家庭全戸訪問事業の効果的な実施 ○３９市町村が乳児家庭全戸訪問事業を実施。

・ 養育支援訪問事業の効果的な実施 ○３４市町村が養育支援訪問事業を実施。

こども家庭課 市町村の取組の支援 ・ 家庭訪問員を対象に、実践的な訪問支援に必要なスキルを習得する研修会を実施。 〇子育て支援者研修会（２日間）を実施予定であったが新型コロナウィルスの影響により中止。

・

⑥ 地域における子育て支援の充実　【再掲】 市町村 女性活躍推進課 地域子育て支援拠点における子育て支援の推進【再掲】 地域子育て支援拠点の拡大 30市町村、77カ所で実施

女性活躍推進課 地域子育て支援拠点の充実への支援【再掲】 地域子育て支援拠点の拡大 30市町村、77カ所で実施

女性活躍推進課 県内大学等と連携した子育て支援【再掲】

県 女性活躍推進課 子ども・子育てに関する情報の提供【再掲】 「子育てネットなら」の運営による子ども・子育て情報のＨＰ及びメール配信による提供

県 女性活躍推進課
企業等による子育て支援の促進【再掲】 「なら子育て応援団」事業における県内企業・店舗等との連携による子育て家庭への割引

サービス等の実施 なら子育て応援団登録団員数　799団体（1,741店舗）。

（新）「つながる箱」プレゼントによる地域における子育て世帯の見守りの実施 「つながる箱」プレゼント訪問件数　3,068件

⑦ 民生委員･児童委員活動の強化　【再掲】 市町村 こども家庭課 児童虐待対応における民生・児童委員との連携強化【再掲】 ・ 乳児家庭全戸訪問事業など地域の見守り活動における民生・児童委員の協力

こども家庭課 ・ 児童福祉専門講座（地域における児童虐待対応向上研修）の開催 ○児童福祉専門援助講座を1回開催し、88名の民生・児童委員が参加。

虐待通報対応の充実・強化

① 県と市町村のリスクアセスメントの共有 市町村 こども家庭課 要対協におけるリスクアセスメントの周知徹底 ・ 要対協実務マニュアル等による要対協関係者を対象とした研修の実施 ○１３市町村が要対協構成機関職員を対象とした研修会を独自に実施。

こども家庭課 県と市町村のリスクアセスメントの共通化 ・ 要対協実務マニュアル活用研修の実施 ○市町村要対協初任者研修で要対協実務マニュアルを活用した研修を実施。

・ 専門実務研修の実施 ○児童虐待対応のための応用研修（専門実務研修、特別研修）を開催。

② 通報受理時の情報の共通化 県 こども家庭課 事例情報の共通化等 ・ 県と市町村における事例情報の共通化・共有

要保護児童対策地域協議会の充実･強化

① 要対協の活性化 こども家庭課 要対協の機能強化のための支援 ・ 要対協実務マニュアル活用研修の実施【再掲】 ○市町村要対協初任者研修で要対協実務マニュアルを活用した研修を実施。

・ 未然防止研修プログラム活用の促進 ○市町村児童虐待対策主管課長会議等で、県が作成した未然防止研修プログラム等の研修素材
を
　　周知し、活用を促進。

こども家庭課 要対協の効果的運営への支援 ・ 市町村要対協関係機関へのスーパーアドバイスチームの派遣 ○市町村要対協調整機関の依頼に基づき、５市町村に対してアドバイザーを派遣。

こども家庭課 ・ 各こども家庭相談センター管轄毎の地域ネットワーク会議の開催 ○各こども家庭相談センター管轄ごとに各１回の地域ネットワーク会議を開催。

　（３７）市町村及び管内の（１３）警察署が参加。

県内の保育士養成課程を有する大学等と連携した「なら子育て大学」の実施、及び「出
張・なら子育て大学」の実施

子育て中の親子及び子育て支援者対象に、「なら子育て大学」１２講座、実施時期　６月から翌年２
月。
「出張なら子育て大学」７講座・参加者１４４名

メールマガジン登録者数1,169名
※「子育てネットならトップページアクセス数」については、システムの都合により、アクセス解析ソフト
を変更したため、計測不可

県内の保育士養成課程を有する大学等と連携した「なら子育て大学」の実施、及び「出
張・なら子育て大学」の実施

子育て中の親子及び子育て支援者対象に、「なら子育て大学」１２講座、実施時期　６月から翌年２
月。
「出張なら子育て大学」７講座・参加者１４４名

○子育て支援者研修会の参加市町村職員にプログラム概要を周知し、各市町村での活用を依頼予
定であったが、新型コロナウィルスの影響により研修会が中止。

○市町村が地域の見守り活動において民生・児童委員と連携。
○乳児家庭全戸訪問事業における民生・児童委員との連携　19市町村。
○児童虐待防止に向けた啓発活動における民生・児童委員との連携　12市町村。
○その他の活動への民生・児童委員の協力　9市町村。

○３１市町村がショートステイ実施。
○２９市町村が一時預かり事業を実施。

民生･児童委員の虐待に対する理解・対応力の向上【再掲】

県
(市町村支援）

こども家庭相談センターと市町村要対協との連携強化

県
(市町村支援）

中学校・高等学校における児童虐待予防のための教育の推進

地域子育て支援拠点における子育て支援の推進【再掲】

県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

県
（市町村支援）

県
(市町村支援）

児童養護施設や保育所等を活用したショートステイ、一時預かり事業の拡大と周知

訪問支援で活用するため県で作成したプログラムの概要を説明し内容を周知

3

4

県
(市町村支援）

県
（市町村支援）

訪問型(アウトリーチ）子育て家庭支援の推進

○平成２８年４月に県内で発生した死亡事例にかかる検証で明らかにされた課題等を代表者会議等
で説明。

メールマガジン登録者数1,169名
※「子育てネットならトップページアクセス数」については、システムの都合により、アクセス解析ソフト
を変更したため、計測不可

○県内の大学祭（天理大学及び畿央大学）において、若者を対象に啓発活動実施（啓発グッズの
配布：約５００個）

○小、中学校、高等学校等における思春期保健対策としての健康教育を19市町村実施。
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項　　　目　　 実施主体 担当課 具体的行動 令和元年度　取組内容 令和元年度実績

（行動目標Ⅳ）　虐待を受けた子どものケアと家庭への支援

一時保護の機能充実

① 一時保護所の機能の充実 県 こども家庭課 一時保護所における支援内容の充実 ・ 学習指導の充実（学習指導員の配置） ○学習指導員を１名配置し、一時保護中の学齢児童への学習指導を実施。

・ 個別支援の充実（個別対応職員の配置） ○個別対応職員１名を配置。

・

・ 歯科医師及び歯科衛生士による歯科保健指導の実施 ○歯科医師及び歯科衛生士による歯科保健指導を５回、延べ６４名の児童に実施。

・ 給食環境の改善と食育の取組みの実施 ○一時保護所入所児童に食事の大切さを伝えるなど、給食環境の改善と食育の取組実施。

社会的養護体制の充実

① 家庭的養護推進計画の策定 県 こども家庭課 家庭的養護推進計画の推進 ・ 家庭的養護推進計画の推進

県 こども家庭課 新生児及び乳幼児の里親委託の推進 ・ 里親委託原則の方針に基づいた社会的養護の推進

② 里親制度の推進 県 こども家庭課 里親育成のための啓発、研修等の実施 ・ 里親制度周知のための啓発活動の実施 ○県内イベントにおいて里親啓発のためのブースを設置。

・ 里親対象の研修の実施（基礎研修、認定前研修、里親研修等）

（里親支援）

こども家庭課 児童を委託している里親への支援 ・ 里親支援機関による里親サロン、情報交換会の開催 ○里親サロン（１１回、延べ１00名参加）の開催。

・ 里親支援機関による里親に対するレスパイトケアの実施 ○レスパイトケアの実施（実施日数27日）。

・ 里親支援機関による継続的支援の実施 ○児童を委託している里親への家庭訪問等による継続支援の実施（延べ９３回）。

こども家庭課 里親制度の充実 ・ こども家庭相談センターによる里親支援の実施員の配置 ○中央こども家庭相談センターに里親委託等推進員を１名配置。

・ 児童養護施設における里親支援専門員の配置（扶助費対応） ○２カ所の児童養護施設（飛鳥学院、天理養徳院）に各１名配置。

被虐待児等へのケアの充実

① 児童養護施設等におけるケア機能の充実 施設設置者 こども家庭課
小規模化の推進によるケア機能の充実 ・ 小規模グループケアの実施 〇１２箇所で小規模グループケアを実施。

　　（児童養護施設：５施設１１箇所、乳児院１施設１箇所）

・ 地域小規模児童養護施設の実施 〇３施設５箇所で地域小規模児童養護施設を実施。

県 こども家庭課 施設職員の資質向上 ・ 児童養護施設等職員キャリアアップ研修の実施

（施設支援）

家族の再統合、子どもの自立への支援

① 家族の再統合に向けた支援 県 こども家庭課 保護者指導における家族再統合プログラムの活用 ・ こども家庭相談センターにおける家族療法対応職員の配置 〇家族療法対応職員を１名配置。

・ 家族再統合のためのペアレント・トレーニングの活用 〇家族再統合に向けた保護者指導にペアレント・トレーニングを活用。

② 家庭復帰後の支援・見守り体制の充実 県・市町村 こども家庭課 県と市町村の連携による見守り体制の強化 ・ こども家庭相談センターから市町村（要対協）への情報提供・情報共有の徹底

・ 家族再統合に向けた個別ケース検討会議、家族応援会議の実施 ○一時保護所及び施設等から親または親族宅に家庭復帰した事例のうち、
　（１.９%）で当事者家族を交えた家族応援会議実施し、家庭復帰後の支援計画を作成。

③ 施設等退所後の児童へのアフターケアの拡充 NPO法人等 こども家庭課 施設等退所児の交流促進 ・ 施設等を退所した児童が集う各種イベントの実施

県 こども家庭課 施設等退所児の就労・生活支援体制の構築 ・ ＮＰＯ法人おかえりに、子どもの「自立」サポート事業を事業委託

県 こども家庭課 自立援助ホーム設置への支援 ・ 自立援助ホーム設置者への支援（扶助費対応） ○県内２か所の自立援助ホームに対して支援実施。

○ＮＰＯ法人おかえり主催による、里親又は養護施設を巣立った人が集う親睦会及び交流会
　（10回、延べ237名参加）。

○「自立サポートセンターwith」にて自立に必要な就労および転居に係る支援を実施（相談延べ件
数　886件）。
○自立に必要な社会的な繋がりやスキル取得を目的に勉強会及び交流会実施（9回　延べ76名参
加）。
○自立サポートセンターwithとの繋がり作りのため、児童養護施設職員向けの交流会実施（３回　１5
名参加）。

○家庭的養護の促進を図るため、里親委託及び地域小規模グループケア等の推進に関する取組
展開。

〇奈良県児童養護施設連盟に事業委託。
　被措置児童虐待防止のための基礎講座、奈良県権利擁護を考える会の取り組み、全国児童養護
施設協議会としての被措置児童虐待への取り組みに関する研修会を開催（４回、延べ190名参加）。

ペアレントトレーニングや社会スキル訓練プログラムを活用した
児童へのグループワークの実施

1

2

3

4

○社会的養護が必要な乳幼児等に関しては、里親委託の原則の方針に基づき、援助方針会議に
おいて委託の可否について検討を実施。

○一時保護所入所児童に対して、社会スキル訓練プログラムを活用したグループワークを
　４９回実施し、延べ５６９名参加。

○里親基礎研修（４回）、認定前研修（８回）、延べ206名参加。
　里親スキルアップ研修（３回、延べ13名参加）の開催。

○一時保護所及び施設等から親または親族宅に家庭復帰した事例のうち、（５１.０）%で個別ケース
検討会議を実施し、市町村要対協との情報共有を図る。
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項　　　目　　 実施主体 担当課 具体的行動 令和元年度　取組内容 令和元年度実績

（行動目標Ⅴ）　子どもと家庭を支援する体制づくり

県、市町村、関係機関の連携体制の充実･強化

① 福祉・保健・教育、警察、司法等の児童虐待に関わる機関との連携強化 県 こども家庭課
・ 警察と関係機関の連携を図るため「児童虐待事案対応合同研修」の実施

県 こども家庭課
・ 性的虐待等を受けた児童への聞き取りにおいて、児童の心理的負担を軽減するための連

携の強化
○ケースに応じて、検察、警察、こども家庭相談センターが対応を協議して聞き取りを実施。

市町村 こども家庭課
保育･教育機関との連携促進 ・ 未所属児童実態調査における連携・協力（追跡調査・養育状況の現認等） ○３９市町村が未所属児童の実態調査を行い、保育機関等と連携し養育状況の現認等を実施。

・ 要対協ネットワーク会議（個別ケース検討会議）等における情報の共有 ○個別ケース検討会議を計（１,１９９）回開催し、各関係機関との連携を実施。

市町村 こども家庭課
医療機関との連携促進 ・ 特定妊婦把握等における産婦人科医療機関との連携の強化 ○ケースに応じて医療機関に情報提供等を依頼し支援に活用。

・ 保護者が精神的に不安定な家庭の支援における精神科医療機関との連携の強化

市町村 健康推進課
母子保健・児童福祉部門の連携促進 ・子育て世代包括支援センター設置にむけた市町村支援

こども家庭課
母子保健・児童福祉部門の連携促進 ・ 妊婦健診、乳幼児健診未受診家庭等への支援における連携の強化

・ 要対協ネットワーク会議（個別ケース検討会議）等における情報共有

こども家庭課
保育･教育現場における虐待の理解促進 ・ 未所属児童実態調査実施に係る関係機関への協力依頼 ○県内の私立幼稚園、認可外保育施設等に調査への協力を依頼。

・ 訪問(出張)型の保育士・教職員への研修の実施 ○教育委員会主催研修（７か所）、短大（１か所）で研修実施。

奈良っ子はぐくみ課
保育所・放課後児童クラブにおける虐待の理解促進

県 教育研究所
教員研修における虐待の理解促進 ・ 初任者（幼・小・中・高・特）を対象とした児童虐待についての研修の実施　　　 ○子どもの虐待の現状と教職員の役割について研修を実施（延べ313名参加）

・ 採用４～11年目の教職員（幼・小・中・高・特）を対象とした児童虐待についての研修の実
施

○子どもの虐待の現状と教職員の役割について研修を実施（延べ214名参加）

・ 新任教頭（小・中・高・特）を対象とした児童虐待についての研修の実施 ○子どもの虐待の現状と教職員の役割について研修を実施（延べ73名参加）

・ 希望する教職員（幼・小・中・高・特）を対象とした児童虐待についての研修の実施 ○子どもの虐待の現状、関係機関との連携、学校における対応、教職員の役割について
  研修を実施（延べ40名参加）

県 こども家庭課
医療機関における虐待の理解促進 ・ 医師・歯科医師向け対応マニュアルを活用した研修の実施。 ○ケースに応じて医療機関に情報提供等を依頼し支援に活用。

・ 特定妊婦把握等における産婦人科医療機関との連携のあり方の検討

・ 保護者が精神的に不安定な家庭の支援における精神科医療機関との連携のあり方の検
討

② 県と市町村の役割分担 県・市町村 こども家庭課
県と市町村の役割分担の確認と徹底 ・ 要対協実務マニュアルにおける役割分担の確認と周知徹底

・ 個別ケースにおける連携方法（主担当･副担当）の確認と周知徹底

③ 市町村間の情報提供ルールの確立 こども家庭課
市町村間の情報提供ルールの確立 ・

④ 県と市町村との連携強化（新） こども家庭課
県と市町村との人的交流を通した連携促進 ・ 市町村及び児童相談所における機能と役割の相互理解と人的交流の促進 ○１市（奈良市）の職員10名が児童相談所に実習で参加。

◯子育て世代包括支援センター設置　28市町村

・児童館・放課後児童クラブ職員研修の開催（R2.1.16 テーマ「児童虐待について」参加者186名）
・認定保育士Grade3研修「児童虐待防止・対応」の実施（R1.10.17　参加者27名）

○県が主催する研修及び市町村が開催する要対協実務者会議等で役割分担の確認及び周知徹
底。

○要対協実務マニュアルで他の自治体に転居した場合の情報提供及び情報共有の在り方を提示。
○国通知「居住実態が把握できない児童への対応について」を活用し情報提供及び情報共有を助
言。

虐待が疑われる家庭、養育支援が必要な家庭等が市町村外へ転居した場合の情報提
供、情報共有方法の検討

県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

保育所、放課後児童クラブ職員等を対象とした児童虐待についての研修の実施

○警察、こども家庭相談センター、市町村要対協等の児童虐待対応にあたる職員、４９名参加（２月
６日実施）。
　模擬事例をもとに、立入調査、臨検捜索に係る対応の流れと役割を、実践的なロールプレイ方式
で確認。

○母子保健部門と児童福祉部門が必要に応じてカンファレンスを実施。

○同行訪問の実施

県
(市町村支援）

1

警察、司法、こども家庭相談センターとの連携促進（子どもの心理的
負担軽減に係る連携）

県
(市町村支
援）

警察、市町村、こども家庭相談センターとの連携促進（臨検・捜索・立
入調査等に係る連携）
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項　　　目　　 実施主体 担当課 具体的行動 令和元年度　取組内容 令和元年度実績

市町村の組織体制の充実･強化

① 虐待相談対応の組織・体制の整備 市町村 こども家庭課
虐待相談対応職員・家庭児童相談員の適正配置 ・ 市町村における児童虐待相談対応職員の適正な配置 ○５市１町が新たに児童虐待担当職員を増員。

・ 家庭児童相談員の適正な配置 ○１７市町村が家庭児童相談員を配置。

市町村 こども家庭課
子ども家庭総合支援拠点の設置促進 ・ 子ども家庭総合支援拠点の設置推進のための情報周知

○市町村児童虐待対策主管課長会議等において国通知等の情報提供のほか、個別相談を実施。

② 職員の専門性の向上 市 こども家庭課
専門性を向上させるための研修の実施・参加 ・ 市町村主催研修の実施 ○１３市町村が要対協構成機関職員向けの研修会を開催。

・ 国・県等が実施する研修の受講 ○３９市町村が県主催の研修に参加。

こども家庭課
市町村職員等を対象とした研修の実施 ・ 児童虐待対応にかかる基礎的な研修の実施 ○児童虐待対応基礎研修（３回）及びSV初任者研修（１回）を開催。

・ 児童家庭相談援助にかかる実務者研修の実施 ○児童家庭相談援助実務者研修（１回）を開催。

・ 連携強化スキルアップにかかる研修の実施 ○児童虐待対応のための専門実務研修（２回）及び特別研修（２回）を開催。

・ 要対協実務マニュアル活用にかかる研修の実施 ○市町村要対協初任者研修にて要対協実務者マニュアルを活用。

こども家庭課
・ 「要保護児童対策調整機関の担当者研修」の実施

○８日間（１８コマ：３６.５時間）に渡る義務研修を実施し、延べ４０２名参加。

○県内３４市町村に配置された義務研修受講対象となる専門職員７０名中、
　全てのカリキュラムを受講した３６名に修了証を交付。

こども家庭課
市町村支援のための体制強化 ・ こども家庭相談センターにおける市町村支援担当職員の配置 ○県こども家庭相談センターに関係機関支援担当職員２名、補助職員１名を配置。

・ 市町村へのスーパーアドバイスチームの派遣 ○市町村要対協関係機関におけるスーパーアドバイスチームの活用（５回）。

・ 市町村への定期巡回相談等の実施 ○実務者会議への出席（１４３回）。

③ 組織体制の実態調査と支援（新） 県 こども家庭課
市町村における相談支援体制の実態調査と支援の実施 ・ 市町村要対協調整機関における専門職配置状況の調査の実施

○県内３８市町村に１０１名配置（社会福祉士、保健師、保育士等の専門性を有する職員等）。

県の組織体制の充実･強化

① 虐待相談対応の組織・体制の整備 県 こども家庭課
虐待相談対応職員の適正配置 ・ こども家庭相談センターに虐待対応専従班の設置 ○児童虐待対応専従班に児童福祉司及び相談員等を２２名（うち、SV担当職員３名）を配置。

・ 虐待相談に対応する心理担当職員の配置 ○児童虐待相談に対応する心理担当職員1名を配置。

② 職員の専門性の向上 県 こども家庭課
専門性を向上させるための研修の実施 ・ 専門対応力向上にかかる研修の実施 ○市町村要対協初任者研修（３回）及びSV初任者研修（１回）を実施。

・ 県職員を対象としたスキル向上のための研修の実施(基礎編、分野別実務編等) ○児童虐待対応のための専門実務研修（２回）及び特別研修（２回）を実施。

県 こども家庭課
国等が実施する専門研修への参加 ・ 児童福祉司資格認定通信課程の受講

・ 国等が開催する児童虐待専門研修等の受講

県 こども家庭課
スーパーアドバイスチーム活用による専門性の向上 ・ こども家庭相談センターにおける困難事例等に対するスーパーアドバイスチームの活用 ○県こども家庭相談センターにおけるスーパーアドバイスチームの活用（４回）。

③ 支援者支援の拡充（新） 県 こども家庭課

市町村研修担当職員や里親支援員等の職員の拡充 ・ 里親への支援の充実を図るため「里親支援機関」を指定 ○里親支援機関（A型）を１機関指定
　　（児童家庭支援センターてんり）
○里親支援機関（Ｂ型）を３機関指定
　　（飛鳥学院、天理養徳院、児童家庭支援センターあすか）

・ 里親への支援の更なる充実を図るため「里親支援事業」にかかる費用を予算要求 ○里親への支援の更なる充実を図るため「里親支援事業」を予算化。

○児童相談所職員１名が受講し、児童福祉司資格を取得。

○各種外部研修に参加。

県
(市町村支援）

県
(市町村支援）

市町村要対協調整機関における専門職を対象とした義務研修の実
施

県
(市町村支援）

3

2


